
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
発行 江別市建設部建築指導課 〒067-8674 北海道江別市高砂町６番地 TEL011-381-1042（直通） 

第１章 計画策定の目的等 

１．背景と目的 

平成７（１９９５）年１月に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、同年１０月に建築物の耐震改修の促進に関する

法律（以下、「耐震改修促進法」という。）が制定されました。その後、平成２３（２０１１）年３月に東日本大震災、平成２８

（２０１６）年４月に熊本地震、平成 30（2018）年 9月に北海道胆振東部地震が発生するなど、いつどこで大地震が発生

してもおかしくない状況にあり、建築物に甚大な被害がもたらされる懸念が高まっています。 

江別市では、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、平成２２（２０１０）年

３月に江別市耐震改修促進計画を、平成２９（２０１７）年２月に第２次江別市耐震改修促進計画を策定しました。 

第３次江別市耐震改修促進計画（以下、「本計画」という。）は、耐震改修促進法や建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進を図るための基本的な方針の改正を踏まえ、令和３（２０２１）年４月に見直された北海道耐震改修促進計画に基

づくとともに、引き続き、地震による建築物の被害の軽減を図り、市民が安全で安心して暮らせるように、市内の建築物

の耐震化を計画的に促進するため策定するものです。 

なお、本計画は、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の右の目標の

達成に寄与するものです。 

 

２．計画期間 

本計画の計画期間は、北海道耐震改修促進計画との整合を図り、令和７（２０２５）年度までとします。 

なお、国や北海道による建築物の耐震化に向けた新たな施策の実施等に合わせて、適宜、本計画の見直しを行いま

す。 

揺れやすさマップは、想定さ

れる「月寒背斜に関連する断

層の地震」及び「野幌丘陵断層

帯の地震」をもとに設定した

地震の揺れの大きさを示す震

度分布を町丁目ごとに表示し

たものです。 

第２章 想定される地震と被害の予測 

建物被害想定マップは、想定

される地震による震度の揺れ

となった場合に、その町丁目

ごとで建物被害がどの程度生

じるかの評価を表していま

す。 

また、昭和５６（１９８１）年以前

に建設された建物が多い町丁

目では、一般的に建物被害率

の数値が大きくなります。 

１．想定される地震 

本計画で検討の対象とする想定される地震は、北海道地域防災計画 地震・津波防災計画編（令和３年（２０２１年）１１

月）において公表されている想定地震のうち、江別市で震度が最大になると想定される内陸活断層型の「月寒背斜に関

連する断層の地震」及び「野幌丘陵断層帯の地震」の計測震度の分布をもとに、町丁目ごとの最大震度を設定した地震

を想定します。 

想定地震の名称 最大震度 

月寒背斜に関連する断層の地震（内陸活断層型） ６弱～７ 

野幌丘陵断層帯の地震（内陸活断層型） ６弱～７ 

 

２．地震による被害想定 

（１） 揺れによる建物の被害想定 

地震の揺れによる建物の被害は、市内の建物総数約３９，９００棟のうち、半壊建物が約４，１５０棟（１０．４％）、全壊建

物が約２，１５０棟（５．４％）、合計で約６，３００棟（１５．８％）と想定されます。 

（2） 人的被害想定 

人的被害は、地震の揺れによる建物の被害に起因するものとして、死者が約２０名、負傷者が約１，３７０名、合計で約

１，３９０名と想定されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 耐震化の現状と課題 

１．耐震化の現状 

（１） 住宅の耐震化率 

令和２（２０２０）年度では、戸建て住宅が９０．０％、

共同住宅等が９５．４％、市内全体で９２．１％となって

います。 

区分 総数(戸) 耐震性あり 耐震化率 

戸建て住宅 ３１，９３２ ２８，７４５ ９０．０％ 

共同住宅等 １９，５３０ １８，６３７ ９５．４％ 

市内全数 ５１，４６２ ４７，３８２ ９２．１％ 

 

 

 

（2） 多数の者が利用する建築物の耐震化率 

令和２（２０２０）年度では、市有建築物が９５．３％、

民間建築物等が９０．８％、市内全体で９１．７％となっ

ています。 

区分 総数(棟) 耐震性あり 耐震化率 

市有建築物 64 61 ９5．3％ 

民間建築物等 ２５１ 228 ９0．8％ 

市内全数 ３１５ 289 ９1．7％ 

【多数の者が利用する建築物】 

耐震改修促進法第１４条第１号に掲げる特定既存耐震不

適格建築物 

 

 

 

（3） 耐震診断義務付け対象建築物の耐震化率 

令和２（２０２０）年度では、市有建築物が８６．７％、

民間建築物等が１００％、市内全体で８７．５％となっ

ています。 

【耐震診断義務付け対象建築物】 

耐震改修促進法第７条に規定する要安全確認計画記載

建築物及び同法附則第３条第１項に規定する要緊急安全確

認大規模建築物のうち、昭和５６（１９８１）年５月３１日以前に

建築された建築物 

2．耐震化に係る課題 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 耐震化の目標 

（１） 住宅の目標 

令和７（２０２５）年度までに耐震化率を９５％にする

ことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 多数の者が利用する建築物の目標 

令和７（２０２５）年度までに耐震性の不十分な建築

物をおおむね解消することを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 耐震診断義務付け対象建築物の目標 

令和７（２０２５）年度までに耐震性の不十分な建築

物をおおむね解消することを目指します。 

第５章 耐震化促進に向けた施策 

１．耐震化促進の基本的な考え方 

本計画では、市内全ての建築物の耐震化を進めていく

ことを基本としますが、計画的かつ総合的な取り組みを進

めるため、以下のように耐震化促進に関する考え方を整

理します。 

（１） 住宅の考え方 

住宅は、市民生活の基盤であり、市民が安全で安心し

て暮らしていくために、住宅の耐震化の促進が必要です。

耐震化の促進にあたっては、市民への意識啓発・知識の

普及に向けた情報提供を行うとともに、国や北海道とも

連携し、市民が利用しやすい支援制度を検討します。 

 

（2） 多数の者が利用する建築物の考え方 

■ 市有建築物 

市有建築物については、地震災害時等において災害対

策本部が設置されるほか、その多くが災害対策活動の拠

点として活用されます。このため、平常時の利用者の安全

確保だけではなく、地震災害時等の拠点施設としての機

能確保の観点から、市有建築物の耐震化の促進に取り組

みます。 

■ 民間建築物等 

民間の多数の者が利用する建築物は、不特定多数の

市民が利用することから、利用者の安全確保のため、耐

震化の促進に努めます。耐震化の促進にあたっては、耐

震診断や耐震改修の実施について、啓発や指導を行うと

ともに、耐震化の促進に向けた環境整備に努めます。 

（3） 耐震診断義務付け対象建築物の考え方 

耐震診断義務付け対象建築物は、耐震診断の実施と

結果の報告及び公表が義務付けられています。 

耐震診断の結果、耐震性が不十分な建築物は全て市

有施設であり、他の市有建築物とともに耐震化の促進に

取り組みます。 

２．施策の展開 

基本方針１ 安心して耐震化を進められる環境・体制づくり 

施策 取組内容 

（１） 建築物所有者への耐震

化費用等の支援 

・ 木造住宅等に関する支援制度の継続と利

用促進 

・ 建築関係団体等に対する支援制度の情報

提供 

（２） 老朽化した建築物の建

替・除却等の促進 

・ 既存住宅の除却の促進に向けた取り組み

の検討 

（３） 耐震診断・耐震改修に

関する相談体制の充実 

・ 窓口における支援制度の紹介と相談への

きめ細かな対応 

・ 相談員の知識向上 

（４） 耐震診断・耐震改修技

術者の登録・リストの公

表 

・ 名簿の公表など技術者に関する情報提供 

・ 市内建築関連技術者に対する講習会等の

開催についての情報提供 

基本方針２ 市民の意識啓発・知識の普及 

施策 取組内容 

（１） 耐震診断・耐震改修に

関する情報提供 

・ 地震防災関連パンフレットの配布 

・ 出前講座、市民向けセミナーの開催 

・ ホームページ、広報による情報提供 

（２） 地震防災マップの公表 ・ 揺れやすさマップ及び建物被害想定マッ

プの公表、更新 

（３） 自治会等との連携 ・ 自治会向け出前講座の開催 

基本方針３ 総合的・計画的な耐震化の促進 

施策 取組内容 

（１） 市有建築物の耐震化の

促進 

・ 多数の者が利用する市有建築物の耐震化

促進 

・ その他の市有建築物の耐震化 

（２） 多数の者が利用する建

築物の耐震化の促進 

・ 多数の者が利用する建築物リストの整備

及び所有者に対する指導・助言 

（３） 地震時に通行を確保す

べき道路の沿道建築物

の耐震化の促進 

・ 緊急輸送道路沿道の建築物の所有者に対

する指導・助言 

（４） 地震に対する総合的な

安全対策の推進 

・ 建物の耐震化以外の安全対策の周知 

・ 既存ブロック塀等の耐震化促進に向けた

取り組みの検討 

 

第６章 計画の推進 

１．各主体の役割 

 

２．計画の推進体制 

北海道が定期的に開催する「全道住宅建築物耐震改修促進会

議」を通じ、耐震化の進捗管理や施策に対する連携方策、他の行政

庁・建築関係団体等の取り組みについての情報共有を図るとともに、

国や北海道、他の行政庁等と連携しながら、建築物の耐震化促進に

かかる方策を検討し、計画の着実な推進に努めています。 

庁内においては、「江別市建築物耐震改修促進連絡会議」の定期

的な開催により、各部局が所管する公共建築物及び民間建築物等 

 

について、耐震化の進捗状況を管理するとともに対応方針を協議し

ており、耐震化の促進に向けて横断的に取り組んでいます。 

今後も引き続き、これらの会議等を通じて進捗状況を踏まえた耐

震化の対応方針を定めるとともに、特に「住宅」、「多数の者が利用す

る市有建築物」及び「防災拠点建築物」の耐震化について、庁内関係

部局と連携を図っていきます。 

■ 市有建築物の耐震化 

■ 地震に対する市民意識の向上 

■ 耐震化に関する支援制度の活用促進 

■ 地震に対する総合的な安全性の確保 

市民 

（建築物の所有者） 
耐震化を進める主役として、自らの生命・

財産を守るべく耐震化の促進に努める 

建築関係団体等 
専門家の立場で技術的

に市民を支援し、 

耐震化の促進に努める 

国：法や制度等を整備し、北海道や 

江別市の取り組みを支援 
 

北海道：江別市の取り組みを支援 

江別市：市民に身近な行政団体として、市民の取り組みを支援 

 

耐震化促進 

４２０戸 
耐震性不十分 

４，０８０戸 

（７．９％） 

耐震性あり 

４７，３８２戸 

（９２．１％） 

耐震性不十分 

３，０５３戸 

（５．８％） 

耐震性あり 

４９，６０９戸 

（９４．２％） 

耐震性不十分 

２，６３３戸 

耐震性あり 

４９，６０９戸 

 

総数５１，４６２戸 

令和２（２０２０）年度 

（現状） 

総数５２，６６２戸 

令和７（２０２５）年度 

（推計） 

総数５２，６６２戸 

令和７（２０２５）年度 

（目標） 

９５％ 

耐震性不十分 

２６棟 

（８．３％） 

耐震性あり 

２８９棟 

（９１．７％） 

耐震性不十分 

１８棟（５．６％） 

耐震性あり 

３０１棟 

（９４．４％） 

耐震化促進 

１８棟 

耐震性あり 

３０１棟 

総数３１５棟 

令和２（２０２０）年度 

（現状） 

総数３１９棟 

令和７（２０２５）年度 

（推計） 

総数３１９棟 

令和７（２０２５）年度 

（目標） 

おおむね 

解消 


